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(57)【要約】
【課題】被めっき面が略鉛直面となる懸垂めっき法に代
表されるめっき方法を使用して金属被覆樹脂基板を製造
するに際して、樹脂基板エッジ部に発生する黒ずみを生
じないめっき装置、めっき方法及び金属被覆樹脂基板を
提供する。
【解決手段】被めっき面としての下地金属層を表面に備
える樹脂基板を、前記被めっき面が略鉛直面となる電気
めっき法を用いて前記被めっき面に金属層を設ける金属
被覆樹脂基板の製造方法において、前記被めっき面と、
前記被めっき面と対向する側に設置される電極との間に
遮蔽板を配置しためっき装置により前記被めっき面に金
属層を設けることを特徴とする金属被覆樹脂基板の製造
方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被めっき面としての下地金属層を表面に備える樹脂基板を、前記被めっき面が略鉛直面
となる電気めっき法を用いて前記被めっき面に金属層を設ける金属被覆樹脂基板の製造方
法において、
　前記被めっき面と、前記被めっき面と対向する側に設置される電極との間に遮蔽板を配
置しためっき装置により前記被めっき面に金属層を設けることを特徴とする金属被覆樹脂
基板の製造方法。
【請求項２】
　前記めっき装置に設けられた前記遮蔽板が、前記被めっき面より１～１０ｍｍの距離で
、且つ前記遮蔽板の下端部が前記被めっき面の上端部より５～１５ｍｍ下方の位置で、前
記被めっき面と略平行に配置されることを特徴とする請求項１記載の金属被覆樹脂基板の
製造方法。
【請求項３】
　前記樹脂基板が、被めっき面として厚み１００～５００ｎｍの下地金属層を表面に備え
るテープ形態の樹脂基板であることを特徴とする請求項１又は２に記載の金属被覆樹脂基
板の製造方法。
【請求項４】
　前記樹脂基板が、被めっき面として厚み１００～５００ｎｍの下地金属層を表面に備え
るポリイミドフィルム基板であることを特徴とする請求項１乃至３にいずれか１項に記載
の金属被覆樹脂基板の製造方法。
【請求項５】
　被めっき面としての下地金属層を表面に備える樹脂基板を、前記被めっき面が略鉛直面
となるように配置し、且つ前記被めっき面に対向する側に設置される電極と前記被めっき
面との間に遮蔽板が配置されることを特徴とする金属被覆樹脂基板のめっき装置。
【請求項６】
　前記遮蔽板が、前記被めっき面より１～１０ｍｍの距離で、且つ前記遮蔽板の下端部が
前記被めっき面の上端部より５～１５ｍｍ下方の位置で、前記被めっき面と略平行に配置
されることを特徴とする請求項５記載の金属被覆樹脂基板のめっき装置。
【請求項７】
　被めっき面としての下地金属層を表面に備える樹脂基板を、前記被めっき面が略鉛直面
となるように配置し、且つ前記被めっき面に対向する側に設置される電極と前記被めっき
面との間に遮蔽板を、前記被めっき面より１～１０ｍｍの距離で、且つ前記被めっき面の
上端部より５～１５ｍｍ下方に前記遮蔽板の下端部が位置するように配置しためっき装置
により前記被めっき面に金属層を設けることを特徴とする金属被覆樹脂基板のめっき方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属被覆樹脂基板、特に金属被覆ポリイミド基板の金属被覆に関するもので
、特に縦型懸垂めっき装置を用いた金属被覆において生じる金属被覆面の黒ずみ発生を防
止しうるめっき装置、めっき方法及び金属被覆樹脂基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶画面表示用ドライバーＩＣチップの基板への実装手法としてＣＯＦ（Ｃｈｉ
ｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）に注目が集まっている。このＣＯＦは従来の実装法であるＴＣＰ（
Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）に比べ、ファインピッチによる実装が可能
であり、ドライバーＩＣの小型化、コストダウンを容易に図ることのできる実装法である
。
　ＣＯＦは、高耐熱、高絶縁性樹脂であるポリイミドフィルムに良導電体である銅層を積
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層してなる金属被覆ポリイミド基板を使用し、銅層をフォトリソグラフィー技法によって
ファインパターニングし、さらに所望な箇所に錫めっきおよびソルダーレジストを被覆し
て作製するのが一般に用いられている。
【０００３】
　このようなポリイミドフィルム表面に金属層を形成する方法としては、例えば、スパッ
タリング法や無電解めっき法などによりニッケル－クロム合金等の下地金属層を形成し、
更に満足する良導電性を付与するために、その下地金属層上に電気めっき法により銅皮膜
を形成する方法が採られる。この下地金属層は、一般的に、およそ１００～５００ｎｍの
厚みを以って形成される。
【０００４】
　このような下地金属層上に銅被膜を形成する電気めっき法としては、陽極及び電解液を
有するめっき槽を複数配置し、厚み３μｍ以下の金属層を有する絶縁体フィルムを、これ
らのめっき槽に順次、幅方向が水平となるような方向で連続的に供給し、各めっき槽毎に
電気めっきを施して絶縁体フィルム上の金属被膜表面にめっき層を形成させる連続めっき
方法（水平めっき法）が用いられ、各めっき槽毎に通電量を制御し、且つ、その通電量を
絶縁体フィルムが供給される順にしたがって順次増加させることを特徴とするものである
（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　この水平めっき法によれば、絶縁体フィルム上の薄い金属層表面に、均一に良好なめっ
き被膜を連続的に形成することができるものの、１００～５００ｎｍと極めて薄い金属層
にめっきを行うため、段階的に通電量を上昇させざるを得ず、その結果、多数のめっき槽
を配置して行わなければならず、めっき装置の大型化、製造工程及び管理工程の増加によ
る品質管理の煩雑さなどの問題がある。
【０００６】
　こうした問題の解消は、例えば、リールに巻かれた長尺シートをワークとして供給する
ワーク供給装置とワークをリールに巻き取るワーク巻取り装置との間に処理槽を配置して
構成し、ワークの面を垂直方向としてワーク供給装置からワーク巻取り装置へワークを連
続的に搬送しながらめっき処理する長尺シートのめっき装置、即ち懸垂めっき法を用いた
もので、処理槽の上部にワークの上端を挾持して給電しながら搬送する搬送装置を設け、
該搬送装置のワークを挾持するワーク挾持部は処理槽内で下降してワークを挾持するもの
とし、ワーク巻取り装置によるワークの搬送速度と搬送装置によるワークの搬送速度とを
同期させたことを特徴とするものであり、搬送装置を循環動する多数のクランパーを等間
隔に設けて構成したものとし、多数のクランパーのワークを挾持する挾持部を処理槽にお
いて下降するように構成されたものである（特許文献２参照）。
【０００７】
　そして、特許文献２に記載されるめっき装置を用いれば、処理槽の上部にワークの上端
を挾持して給電しながら搬送する搬送装置を設けることで、めっき槽ではワークの上端か
らワークに給電されることになり、めっき槽の長さを長くしてもワークに均一な電流が供
給され良質なめっきが施される利点がある。又、必要な長さのめっき槽を１槽設けるだけ
でよく、多数のめっき槽を並べる必要がないので、各めっき槽ごとに設ける必要があるワ
ーク出入部の液漏れ防止装置は１組だけでよいことになり、給電ロールや搬送ロールも必
要としないので装置の全長を短くすることができる利点がある。しかも電流密度を上げる
ことができるので、めっき槽の長さを短縮することやワークの搬送速度を上げることがで
きる利点がある。更に、ワークは上端で挾持されて搬送され、処理槽内でワークに張力が
加わることがないので、ワークを接続して連続的にめっきする場合にも接続部に大きな強
度を必要とせず、簡単な方法でワークを接続しても連続的に搬送することができる利点が
ある。
【特許文献１】特開平０７－０２２４７３号公報
【特許文献２】特開２００６－１９３７９４号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献２のようなめっき装置を用いて、表面に１００～５００ｎｍの
厚みの下地金属層を備えるポリイミドフィルムのようなフィルム状樹脂基板をワークとし
、その表面に電気めっきを施して金属被覆ポリイミド樹脂基板を得ようとする場合、めっ
き終了後のワーク上端部（給電側に相当し、以下「エッジ部」と示す。）が黒ずむという
問題が生じている。この黒ずみは外観不良の原因となり、製品収率を大きく低下させる原
因となっている。
【０００９】
　このような状況に鑑み、本発明は被めっき面が略鉛直面となる懸垂めっき法に代表され
るめっき方法を使用して金属被覆樹脂基板を製造するに際して、このような黒ずみを発生
させないめっき装置及びめっき方法の提供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、この黒ずみの発生原因を特定すべく種々の検討を行った結果、第一にエッ
ジ部では相対的に高電流密度状態になり、電着表面が荒れ、且つめっき液に含まれるレベ
ラーも相対的に多く吸着されること。第二に荒れた表面に吸着されたレベラーは水洗によ
っても除去されがたいこと。第三に表面が乾燥することによりレベラーが固着して黒ずん
で見えることを見出し、本発明に至ったものである。
　即ち、このような課題を解決する本発明に係る第一の発明は、被めっき面としての下地
金属層を表面に備える樹脂基板を、被めっき面が略鉛直面となる電気めっき法を用い、被
めっき面と、この被めっき面と対向する側に設置される電極との間に遮蔽板を配置しため
っき装置により被めっき面に金属層を設ける金属被覆樹脂基板の製造方法である。
【００１１】
　本発明の第二の発明は、めっき装置に設けられた遮蔽板が、被めっき面より１～１０ｍ
ｍの距離で、且つ遮蔽板の下端部が前記被めっき面の上端部より５～１５ｍｍ下方の位置
で、被めっき面と略平行に配置されることを特徴とする請求項１記載の金属被覆樹脂基板
の製造方法である。
【００１２】
　本発明の第三の発明は、樹脂基板が、被めっき面として厚み１００～５００ｎｍの下地
金属層を表面に備えるテープ形態の樹脂基板であることを特徴とする請求項１又は２に記
載の金属被覆樹脂基板の製造方法である。
【００１３】
　本発明の第四の発明は、樹脂基板が、被めっき面として厚み１００～５００ｎｍの下地
金属層を表面に備えるポリイミドフィルム基板であることを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか１項に記載の金属被覆樹脂基板の製造方法である。
【００１４】
　本発明の第五の発明は、被めっき面としての下地金属層を表面に備える樹脂基板を、こ
の被めっき面が略鉛直面となるように配置し、且つ被めっき面に対向する側に設置される
電極と被めっき面との間に遮蔽板が配置されることを特徴とする金属被覆樹脂基板のめっ
き装置である。
【００１５】
　本発明の第六の発明は、遮蔽板が、被めっき面より１～１０ｍｍの距離で、且つ遮蔽板
の下端部が被めっき面の上端部より５～１５ｍｍ下方の位置で、被めっき面と略平行に配
置されることを特徴とする請求項５記載の金属被覆樹脂基板のめっき装置である。
【００１６】
　本発明の第七の発明は、被めっき面としての下地金属層を表面に備える樹脂基板を、前
記被めっき面が略鉛直面となるように配置し、且つ前記被めっき面に対向する側に設置さ
れる電極と前記被めっき面との間に遮蔽板を、前記被めっき面より１～１０ｍｍの距離で
、且つ前記被めっき面の上端部より５～１５ｍｍ下方に前記遮蔽板の下端部が位置するよ
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うに配置しためっき装置により前記被めっき面に金属層を設けることを特徴とする金属被
覆樹脂基板のめっき方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、樹脂基板のエッジ部の電流密度が適正に調整され、表面状態の良好な
エッジ部を有する金属被覆樹脂基板を得ることが出来る。更に、この金属被覆樹脂基板の
エッジ部は平滑であるので、エッジ部の吸着したレベラーは水洗で容易に除去でき、乾燥
後にレベラーが固着して黒ずむことはなく、従って、製品収率を高く維持できるので工業
的に極めて有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　問題となる黒ずみ部は、エッジ部にのみ発生し、炭素（Ｃ）と窒素（Ｎ）とが検出され
、酸素（Ｏ）は検出されなかった。このＣ及びＮの出所を調査したところ、通常、金属被
覆樹脂基板の表面は平滑であることが求められるため、使用するめっき液にはレベラーを
始めとして各種の添加剤が含まれており、その中で一般に、レベラーはＲ（Ｒ’）ＮＨ－
Ｒ＊（尚、Ｒ、Ｒ’、Ｒ＊は炭化水素基）で示されるようにＮとＣを含んでいることから
、黒ずみ部にはワークの他の部位より、レベラー成分が多く吸着、或いは残留しているも
のと見られる。
【００１９】
　そこで、このような視点で黒ずみ部の表面を観察すると、他部位より電着量が多く、又
表面状態も荒れていることがわかり、そのような状態を防ぐために、エッジ部の電流密度
をワークの他部位と同じように制御することで、電着量が抑制でき、清浄な表面状態も得
られることで、黒ずみ部の発生を抑えることが可能である。
【００２０】
　即ち、懸垂めっき法のような被めっき面が略鉛直面となるめっき法におけるエッジ部の
電流密度を他の部位と比較して適性とする、被めっき面近傍にめっき液の流動を制御する
遮蔽板を設けるめっき装置及びめっき方法を発明したものである。
【００２１】
　図１に本発明のめっき装置によるめっき時のめっき構成概要図を示す。図１（ａ）は平
面図、（ｂ）はａ－ａ線における断面図である。
　図１において、１はめっき槽、２はめっき液、３は電極（アノード：陽極）、４はめっ
き液噴流ノズル、５は樹脂基板（ワーク）、５ａ被めっき面、６は遮蔽板、７はめっき液
面、１０はめっき装置、２０はワークを保持して陰極（カソード）とするクランパー、２
１はベースワーク保持板、３０は搬送レールを表し、Ｌは被めっき面５ａと遮蔽板６との
距離（単位：ｍｍ）、Ｈは被めっき面５ａの上端部から遮蔽板６の下端部までの距離（単
位：ｍｍ）である。
　ここで、本発明に係る被めっき面５ａとは、図２の網掛け範囲に示す部分、即ちめっき
される面の範囲を示すものである。
【００２２】
　この遮蔽板６は、その下端部が樹脂基板５の被めっき面５ａの上端部からの距離Ｈが５
～１５ｍｍの位置まで覆い、且つ被めっき面との距離Ｌが１～１０ｍｍとなるように、電
極３と略平行に設けられるもので、電流密度が集中する範囲は樹脂基板５を挟むクランパ
ー２０の大きさ等により変わるものの、通常の範囲であれば本発明の効果は失われない。
　本発明は、表面状態の良好な被めっき面エッジ部を形成することで、レベラー成分の余
計な吸着を防止し、且つ表面状態が良好であれば、付着しているレベラーを水洗工程で容
易に除去でき、乾燥しても黒ずみを発生することがない。
【００２３】
　本発明の樹脂基板の形態は、テープ状形態、所謂長尺のシート、フィルムであるのが望
ましいが、短尺のもの、或いは短冊状のシート、フィルムであっても本発明に係る効果に
変わりはない。
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【実施例】
【００２４】
　以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明する。
（実施例１）
　図１の遮蔽板６と被めっき面５ａとの距離Ｌを１ｍｍ、被めっき面上端部から遮蔽板下
端部までの距離Ｈを１０ｍｍとし、長さ１００ｍの樹脂基板５（ワーク）にめっきを施し
た。
　樹脂基板５（ワーク）は、厚み３８ミクロンのポリイミドフィルム（Ｋａｐｔｏｎ　Ｎ
Ｆ：東レ・デュポン製）表面にスパッタリング法により厚み２０ｎｍのニッケル層を設け
、その上に厚み１００ｎｍの銅層を設けたものである。
【００２５】
　使用しためっき液は、硫酸銅１２０ｇ／ｌ、硫酸２１０ｇ／ｌ、塩素５０ｍｇ／ｌの液
に
ＨＬ（アトテック製カパラシドＨＬ（レベラー成分））を２０ｍｌ／ｌ、ＧＳ（アトテッ
ク製カパラシドＧＳ（ブライトナー成分））を５ｍｌ／ｌの割合で添加したものである。
　そのめっき液の温度は２４℃、ワークの搬送速度は０．４ｍ／分、めっき槽への給液量
はめっき液噴流ノズル１本当たり２８ｌ／ｍｉｎで行ない、めっきに要する電流密度と通
電時間は、めっき槽内を４分割し、第１区分では０．５Ａ／ｄｍ２、１分、第２区分では
１．０Ａ／ｄｍ２、１分、第３区分では２．０Ａ／ｄｍ２、１分、第４区分では３．０Ａ
／ｄｍ２、１２分となるようにして行った。
【００２６】
　めっき処理は、樹脂基板５（ワーク）を巻出し装置より巻出し、めっき前処理、めっき
槽での上記条件によるめっき後、水洗し、エアナイフにより水切り乾燥して巻き取った。
　その後、被めっき面５ａのエッジ部をランダムに１００点サンプリングし、その表面に
黒ずみがあるかどうかを目視観察した。その結果、黒ずみは観察されなかった。
【００２７】
（実施例２）
　遮蔽板６と被めっき面５ａとの距離Ｌを３ｍｍとした以外は、実施例１と同じ条件でめ
っき処理して、そのエッジ部の黒ずみ具合を目視観察したが、黒ずみは観察でされなかっ
た。
【００２８】
（実施例３）
　遮蔽板６と被めっき面５ａとの距離Ｌを５ｍｍとした以外は、実施例１と同じ条件でめ
っき処理して、そのエッジ部の黒ずみ具合を目視観察したが、黒ずみは観察でされなかっ
た。
【００２９】
（実施例４）
　遮蔽板６と被めっき面５ａとの距離Ｌを７ｍｍとした以外は、実施例１と同じ条件でめ
っき処理して、そのエッジ部の黒ずみ具合を目視観察したが、黒ずみは観察でされなかっ
た。
【００３０】
（実施例５）
　遮蔽板６と被めっき面５ａとの距離Ｌを１０ｍｍとした以外は、実施例１と同じ条件で
めっき処理して、そのエッジ部の黒ずみ具合を目視観察したが、黒ずみは観察でされなか
った。
【００３１】
（実施例６）
　遮蔽板６と被めっき面５ａとの距離Ｌを５ｍｍとし、被めっき面上端部から遮蔽板下端
部までの距離Ｈを５ｍｍとした以外は、実施例１と同じ条件でめっき処理して銅被覆ポリ
イミド基板を作製した。この得られた基板のエッジ部をランダムに１００点サンプリング
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し、その表面に黒ずみがあるかどうかを目視観察した。
　その結果、黒ずみは観察されなかった。
【００３２】
（実施例７）
　遮蔽板６と被めっき面５ａとの距離Ｌを５ｍｍとし、被めっき面上端部から遮蔽板下端
部までの距離Ｈを１５ｍｍとした以外は、実施例１と同じ条件でめっき処理して銅被覆ポ
リイミド基板を作製した。この得られた基板のエッジ部をランダムに１００点サンプリン
グし、その表面に黒ずみがあるかどうかを目視観察した。
　その結果、黒ずみは観察されなかった。
【００３３】
（比較例１）
　遮蔽板６と被めっき面５ａとの距離Ｌを０．５ｍｍとした以外は、実施例１と同じ条件
でめっき処理を行なったが、めっき液流動の影響からワークと遮蔽板とが接触してしまい
、良好な銅被覆ポリイミド基板が得られなかった。
【００３４】
（比較例２）
　遮蔽板６と被めっき面５ａとの距離Ｌを１２ｍｍとした以外は、実施例１と同じ条件で
めっき処理して距離Ｌの値を１２ｍｍとした以外は実施例１と同じ条件でめっき処理して
銅被覆ポリイミド基板を作製した。この得られた基板のエッジ部をランダムに１００点サ
ンプリングし、その表面に黒ずみがあるかどうかを目視観察した。
　その結果、一部に黒ずみが見られ、良好な銅被覆ポリイミド基板を得るに至らなかった
。
【００３５】
（比較例３）
　被めっき面上端部から遮蔽板下端部までの距離Ｈを２ｍｍとした以外は、実施例１と同
じ条件でめっき処理して銅被覆ポリイミド基板を作製した。この得られた基板のエッジ部
をランダムに１００点サンプリングし、その表面に黒ずみがあるかどうかを目視観察した
。
　その結果、一部に黒ずみが見られ、良好な銅被覆ポリイミド基板を得るに至らなかった
。
【００３６】
（比較例４）
　被めっき面上端部から遮蔽板下端部までの距離Ｈを２０ｍｍとした以外は、実施例１と
同じ条件でめっき処理して銅被覆ポリイミド基板を作製した。この得られた基板のエッジ
部をランダムに１００点サンプリングし、その表面に黒ずみがあるかどうかを目視観察し
た。
　その結果、黒ずみは見られなかったものの、エッジ部のめっき厚さが薄くなり、結果と
して良好な銅被覆ポリイミド基板を得るに至らなかった。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明のめっき装置によるめっき時のめっき構成概要図で、（ａ）はめっき装置
の平面図、（ｂ）は（ａ）のａ－ａ線断面図である。
【図２】本発明における被めっき面の模式図で、（ａ）は樹脂基板５がめっき液面７より
全没する場合、（ｂ）は樹脂基板５がめっき液面７より半没する場合である。
【符号の説明】
【００３８】
　１　　めっき槽
　２　　めっき液
　３　　電極（アノード：陽極）
　４　　めっき液噴流ノズル
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　５　　樹脂基板（ワーク）
　５ａ　被めっき面
　６　　遮蔽板
　７　　めっき液面
１０　　めっき装置
２０　　クランパー
２１　　ベースワーク保持板
３０　　搬送レール

【図１】 【図２】
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